
令 和 ４ 年
４月26日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び

最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
建
築
指
導
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

（
住
宅
課
）
…
…
…
三

県
営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
住
宅
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
奥
の
谷
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
公
告

令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
大
学
卒
業
程
度
試
験
の
実
施

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

令
和
四
年
度
山
口
県
保
健
師
採
用
試
験
の
実
施

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

契
約
の
締
結

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
六
号

と
畜
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

と
畜
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
柳
井
市
営
と
畜
場
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
十
八
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す

る
告
示
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

補
償
基
礎
額
の
表
第
二
号
の
イ
中
「
三
千
九
百
七
十
円
」
を
「
三
千
九
百
四
十
円
」
に
改
め

る
。

一
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山
口
県
告
示
第
百
十
九
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
四
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低

限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補

償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
中
「
五
、
〇
八
一
円
」
を
「
四
、
九
四
一
円
」
に
、
「
一
三
、
三
八
四
円
」
を
「
一
二
、
九
五
七

円
」
に
、
「
五
、
五
八
九
円
」
を
「
五
、
四
三
六
円
」
に
、
「
六
、
一
六
四
円
」
を
「
六
、
〇
四
九

円
」
に
、
「
一
四
、
三
二
二
円
」
を
「
一
三
、
九
八
五
円
」
に
、
「
六
、
五
七
七
円
」
を
「
六
、
二
七

二
円
」
に
、
「
一
七
、
一
六
三
円
」
を
「
一
六
、
六
九
六
円
」
に
、
「
六
、
八
五
四
円
」
を
「
六
、
六

九
三
円
」
に
、
「
一
九
、
四
〇
七
円
」
を
「
一
九
、
六
八
九
円
」
に
、
「
七
、
〇
七
〇
円
」
を
「
七
、

〇
四
九
円
」
に
、
「
二
一
、
六
〇
一
円
」
を
「
二
一
、
五
〇
五
円
」
に
、
「
七
、
二
〇
八
円
」
を

「
七
、
〇
九
六
円
」
に
、
「
二
二
、
七
六
〇
円
」
を
「
二
二
、
八
九
八
円
」
に
、
「
七
、
〇
九
〇
円
」

を
「
六
、
九
九
四
円
」
に
、
「
二
五
、
三
〇
八
円
」
を
「
二
五
、
一
八
九
円
」
に
、
「
六
、
五
八
三

円
」
を
「
六
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
〇
九
三
円
」
を
「
二
五
、
三
一
九
円
」
に
、
「
五
、
四
二

〇
円
」
を
「
五
、
四
七
三
円
」
に
、
「
二
〇
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
二
二
円
」
に
、
「
三
、
九

七
〇
円
」
を
「
三
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
二
五
八
円
」
を
「
一
六
、
一
一
七
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
二
十
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係

る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
七
万
三
千
九
十
円
」
を
「
七
万
五
千
二
百
九
十
円
」
に
改

め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
三
万
六
千
五
百
円
」
を
「
三
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め

る
。

山
口
県
告
示
第
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
農
林
業
の
知
と
技
の
拠
点
施
設
作
業
棟
（
仮
称
）
等
新
築
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に

参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加

資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

農
林
業
の
知
と
技
の
拠
点
施
設
作
業
棟
（
仮
称
）
等
新
築
工
事

㈠

工
事
場
所

防
府
市
大
字
台
道
字
北
門
浜
地
内

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
骨
造

平
屋
建

八
九
〇
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
建
築
一
式
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

二
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定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
建
設
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
五
月
十
八
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
四
年
六
月
九
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－

三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
百
二
十
二
号

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
値
に
関
す
る
告
示
（
平
成
九

年
山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
綾
羅
木
県
営
住
宅
の
項
中
「
及
び
二
号
棟
」
を
「
か
ら
三
号
棟
ま
で
」
に
改
め
、
「
Ａ
棟
及
び
」

を
削
り
、
同
表
東
萩
県
営
住
宅
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
萩
県
営
住
宅

一
号
棟
か
ら
五
号
棟
ま
で

〇
・
九
八

山
口
県
告
示
第
百
二
十
三
号

県
営
住
宅
の
構
造
及
び
戸
数
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
綾
羅
木
県
営
住
宅
の
項
中
「
四
八
」
を
「
五
二
」
に
改
め
る
。

公

告

（
七
二
）
県
営
奥
の
谷
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

奥
の
谷
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
奥
の
谷
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
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（
七
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
潮
音
町
四
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
口
市
今
井
町
三
番
一
二
号

株
式
会
社
サ
ン
ワ
エ
ス
テ
ー
ト

人
事
委
員
会

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
大
学
卒
業
程
度
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
職
員
採
用
大
学
卒
業
程
度
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
、
一
職
種
に
限
り
受
験
で
き
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

行

政

四
十
人
程

度

知
事
部
局
、
教
育
庁
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
県
立
学
校
を
含

む
。
）
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

警
察
行
政

四
人
程
度

警
察
本
部
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

社
会
福
祉

（
一

般
）

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
健
康
福
祉
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
等
）
に
お
け
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
、
児
童
指

導
、
心
理
判
定
、
精
神
保
健
相
談
等
の
専
門
業
務

社
会
福
祉

（
心

理
）

三
人
程
度

土

木

十
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
土

木
事
務
所
等
）
に
お
け
る
土
木
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の

専
門
業
務

建

築

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
土
木
事
務
所

等
）
に
お
け
る
建
築
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

農

業

六
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
農
業
等
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務

農
業
土
木

六
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専

門
業
務

林

業

五
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務
及
び

治
山
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

畜

産

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
畜
産
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務

水

産

三
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
水
産
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務

機

械

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お

け
る
機
械
に
関
す
る
設
計
、
保
守
管
理
等
の
専
門
業
務

電

気

四
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
に
お

け
る
電
気
に
関
す
る
設
計
、
保
守
管
理
等
の
専
門
業
務

化

学

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
環
境
生
活
部
及
び
健
康
福
祉
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関

（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
）
に
お
け
る
環
境
に
関
す
る
監
視
、
指
導
、
取
締
り
等

の
専
門
業
務

衛
生
薬
学

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
環
境
生
活
部
及
び
健
康
福
祉
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関

（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
）
に
お
け
る
薬
事
に
関
す
る
立
入
検
査
、
指
導
、
取
締

り
等
の
専
門
業
務
及
び
食
品
、
環
境
等
に
関
す
る
監
視
、
指
導
、
取
締
り
等
の
専

門
業
務

衛
生
監
視

二
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
環
境
生
活
部
及
び
健
康
福
祉
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関

（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
）
に
お
け
る
食
品
、
環
境
等
に
関
す
る
監
視
、
指
導
、

取
締
り
等
の
専
門
業
務

二

受
験
資
格

㈠

平
成
五
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
又
は
平
成
十
三
年
四
月

二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
に
規
定
す
る
大
学
（
山
口
県
人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
み
、
短

期
大
学
を
除
く
。
）
の
卒
業
者
若
し
く
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の

も
の
が
受
験
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
者
の
ほ
か
、
土
木
、
建
築
、
農
業
、
農
業
土
木
、
林
業
、
畜
産
、
水
産
、
機
械
、
電

気
、
化
学
及
び
衛
生
監
視
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
法
に
規

定
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
短
期
大
学
（
山
口
県
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
る
も
の

を
含
む
。
）
の
卒
業
者
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
も
の
も
受
験

で
き
ま
す
。

な
お
、
衛
生
薬
学
及
び
衛
生
監
視
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
資
格
要
件
を
併
せ
有
す
る
者

に
限
り
ま
す
。

⚑

衛
生
薬
学
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薬
剤
師
の
免
許
を
有
す
る
者
若
し
く
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得

す
る
見
込
み
の
者
若
し
く
は
第
百
八
回
薬
剤
師
国
家
試
験
（
令
和
五
年
二
月
実
施
予
定
）
に
合

格
し
、
当
該
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
者
又
は
法
に
規
定
す
る
大
学
で
薬
学
の
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

⚒

衛
生
監
視

法
に
規
定
す
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
短
期
大
学
で
畜
産
学
、
水
産
学
、
農
芸
化

学
若
し
く
は
薬
学
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

卒
業
す
る
見
込
み
の
者
又
は
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
食
品
衛
生
監
視
員
の
養
成
施
設

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
食
品
衛
生
監
視
員
の
養
成

施
設
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
所
定
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
令
和
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
機
械
及
び
電
気
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て
は
、
就
労
可
能
な
在

留
資
格
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

筆
記
試
験
に
よ
る
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

⑴

教
養
試
験

全
試
験
職
種
に
共
通
の
問
題
で
、
公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ

い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま
す
。

⑵

専
門
試
験

試
験
職
種
に
応
じ
た
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。な

お
、
試
験
職
種
別
出
題
分
野
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
六
月
十
九
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

試

験

地

会

場

山

口

市

山
口
市
桜
畠
六
丁
目
二
番
一
号

山
口
県
立
大
学
北
キ
ャ
ン
パ
ス

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
二
九
番
九
号
Ｔ
Ｄ
ビ
ル
⚔
階

ワ
イ
ム
貸
会
議
室
高
田
馬
場

大

阪

府

大
阪
市
北
区
芝
田
二
丁
目
七
番
一
八
号
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
Ｅ

Ｄ
Ａ
⚕
階

Ｃ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
北
梅
田
研
修
セ
ン
タ
ー

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

論
文
試
験

全
試
験
職
種
に
共
通
の
課
題
に
よ
り
、
思
考
力
、
表
現
力
、
構
成
力
等
の
総
合
的
能
力
に

つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
及
び
集
団
討
論
に
よ
る
試
験
を
行

い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

論
文
試
験

日

時

令
和
四
年
七
月
十
六
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
番
地
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

口
述
試
験

日

時

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
水
曜
日
）
ま
で

の
間
で
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。五
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㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

四
〇
点

専
門
試
験

六
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

論
文
試
験

六
〇
点

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な

り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
行
政
及
び
警
察
行
政
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て
は
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か

ん
に
か
か
わ
ら
ず
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
行
政
及
び
警
察
行
政
以
外
の
試
験
職
種
に

あ
っ
て
は
第
一
次
試
験
の
専
門
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
論
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
又
は
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
七
月
一
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
八
月
下
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
各
任
命
権
者
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
職
員
の
場
合
は
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
別

表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の
一
級
二
十
九
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、

住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一

番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
大
学
卒
業
程
度
等
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を

貼
っ
た
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
五
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

九

そ
の
他

そ
の
他
こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

別
表試

験
職
種

出

題

分

野 六

山 口 県 報 （定期） 第 300 号令和４年４月26日 火曜日



行

政

政
治
学

行
政
学

憲
法

行
政
法

民
法

刑
法

労
働
法

経
済
学

財
政
学

社
会
政
策

国
際
関
係

警
察
行
政

政
治
学

行
政
学

憲
法

行
政
法

民
法

刑
法

労
働
法

経
済
学

財
政
学

社
会
政
策

国
際
関
係

社
会
福
祉

（
一
般
）

社
会
福
祉
概
論
（
社
会
保
障
を
含
む
。
）

社
会
学
概
論

心
理
学
概
論
（
社
会
心
理
学
を
含

む
。
）

社
会
調
査

社
会
福
祉

（
心
理
）

一
般
心
理
学
（
心
理
学
史
、
発
達
心
理
学
及
び
社
会
心
理
学
を
含
む
。
）

教
育
心
理
学

産
業

心
理
学

臨
床
心
理
学

調
査
・
研
究
法

統
計
学

土

木

数
学

物
理

応
用
力
学

水
理
学

土
質
工
学

測
量

都
市
計
画

土
木
計
画

材
料

施

工

建

築

数
学

物
理

構
造
力
学

材
料
学

環
境
原
論

建
築
史

建
築
構
造

建
築
計
画

都
市
計

画

建
築
設
備

建
築
施
工

農

業

栽
培
学
汎
論

作
物
学

園
芸
学

育
種
遺
伝
学

植
物
病
理
学

昆
虫
学

土
壌
肥
料
学

植

物
生
理
学

畜
産
一
般

農
業
経
済
一
般

農
業
土
木

数
学

応
用
力
学

水
理
学

測
量

土
壌
物
理

農
業
水
利

土
地
改
良

農
村
環
境
整
備

農
業
土
木
構
造
物

材
料

施
工

農
業
機
械

農
学
一
般

林

業

森
林
政
策

森
林
経
営
学

造
林
学
（
森
林
生
態
学
及
び
森
林
保
護
学
を
含
む
。
）

林
業
工
学

林
産
一
般

砂
防
工
学

畜

産

家
畜
育
種
学

家
畜
繁
殖
学

家
畜
生
理
学

家
畜
飼
養
学

家
畜
栄
養
学

飼
料
学

家
畜
管

理
学

畜
産
物
利
用
学

畜
産
経
営
一
般

水

産

水
産
事
情

水
産
経
済

水
産
法
規

水
産
環
境
科
学

水
産
生
物
学

水
産
資
源
学

漁
業
学

増
養
殖
学

水
産
化
学

水
産
利
用
学

機

械

数
学

物
理

材
料
力
学

流
体
力
学

熱
力
学

電
気
工
学

機
械
力
学

制
御

機
械
設
計

機
械
材
料

機
械
工
作

電

気

数
学

物
理

電
磁
気
学

電
気
回
路

電
気
計
測

制
御

電
気
機
器

電
力
工
学

電
子
工

学

情
報

通
信
工
学

化

学

数
学

物
理

物
理
化
学

分
析
化
学

無
機
化
学

無
機
工
業
化
学

有
機
化
学

有
機
工
業

化
学

化
学
工
学

衛
生
薬
学

物
理

化
学

生
物

衛
生

薬
理

薬
剤

病
態

薬
物
治
療

法
規

制
度

実
務

衛
生
監
視

物
理

化
学

生
物

衛
生

応
用
微
生
物
学

食
品
科
学

水
産
利
用
学

水
産
化
学

畜
産

物
利
用
学

応
用
獣
医
学

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
、
一
職
種
に
限
り
受
験
で
き
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

行

政

一
人
程
度

知
事
部
局
、
教
育
庁
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
県
立
学
校
を
含

む
。
）
に
お
け
る
一
般
行
政
事
務

社
会
福
祉

（
一

般
）

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
健
康
福
祉
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
等
）
に
お
け
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
、
児
童
指

導
、
心
理
判
定
、
精
神
保
健
相
談
等
の
専
門
業
務

土

木

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
土
木
建
築
部
）
、
企
業
局
等
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
土

木
事
務
所
等
）
に
お
け
る
土
木
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の

専
門
業
務

農
業
土
木

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専

門
業
務

林

業

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
農
林
水
産
部
）
の
各
課
及
び
出
先
機
関
（
農
林
水
産
事
務

所
等
）
に
お
け
る
林
業
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
指
導
等
の
専
門
業
務
及
び

治
山
事
業
等
に
関
す
る
企
画
、
設
計
、
施
工
管
理
等
の
専
門
業
務

二

受
験
資
格

㈠

昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
が
受
験
で
き
ま
す
。

㈡

民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
五
年
以
上
有
す
る
者

㈢

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

⚒

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚓

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚔

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚕

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
、
内
容
等

教
養
試
験
、
専
門
試
験
及
び
論
文
試
験
を
次
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

試

験

種

目

試
験
職
種

試

験

の

内

容

教

養

試

験

行

政

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆

記
試
験

専

門

試

験

社
会
福
祉

（
一

般
）

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
。
出
題
分

野
は
、
社
会
福
祉
概
論
（
社
会
保
障
を
含
む
。
）
、
社
会
学
概
論
、
心
理
学
概
論

（
社
会
心
理
学
を
含
む
。
）
及
び
社
会
調
査
と
し
ま
す
。
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専

門

試

験

土

木

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
。
出
題
分

野
は
、
数
学
、
物
理
、
応
用
力
学
、
水
理
学
、
土
質
工
学
、
測
量
、
都
市
計
画
、

土
木
計
画
、
材
料
及
び
施
工
と
し
ま
す
。

専

門

試

験

農
業
土
木

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
。
出
題
分

野
は
、
数
学
、
応
用
力
学
、
水
理
学
、
測
量
、
土
壌
物
理
、
農
業
水
利
、
土
地
改

良
、
農
村
環
境
整
備
、
農
業
土
木
構
造
物
、
材
料
、
施
工
、
農
業
機
械
及
び
農
学

一
般
と
し
ま
す
。

専

門

試

験

林

業

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
。
出
題
分

野
は
、
森
林
政
策
、
森
林
経
営
学
、
造
林
学
（
森
林
生
態
学
及
び
森
林
保
護
学
を

含
む
。
）
、
林
業
工
学
、
林
産
一
般
及
び
砂
防
工
学
と
し
ま
す
。

論

文

試

験

全
試
験
職
種

社
会
人
と
し
て
の
経
験
等
を
通
じ
て
培
っ
た
知
識
及
び
能
力
並
び
に
思
考
力
、
表

現
力
、
構
成
力
等
の
総
合
的
能
力
に
つ
い
て
の
社
会
人
経
験
等
を
課
題
と
し
た
筆

記
試
験

⚒

日
時

令
和
四
年
六
月
十
九
日
（
日
曜
日
）

⑴

行
政

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

論
文
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⑵

行
政
以
外

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

論
文
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

試

験

地

会

場

山

口

市

山
口
市
桜
畠
六
丁
目
二
番
一
号

山
口
県
立
大
学
北
キ
ャ
ン
パ
ス

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
二
九
番
九
号
Ｔ
Ｄ
ビ
ル
⚔
階

ワ
イ
ム
貸
会
議
室
高
田
馬
場

大

阪

府

大
阪
市
北
区
芝
田
二
丁
目
七
番
一
八
号
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
Ｅ

Ｄ
Ａ
⚕
階

Ｃ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
北
梅
田
研
修
セ
ン
タ
ー

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

日

時

令
和
四
年
七
月
三
十
日
（
土
曜
日
）
又
は
同
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
）
の
い
ず
れ

か
で
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

行
政

教
養
試
験

四
〇
点

論
文
試
験

六
〇
点

⚒

行
政
以
外

専
門
試
験

四
〇
点

論
文
試
験

六
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
一
定
の
得
点
未
満
の
場
合
は
、
論
文
試
験
の
採

点
を
行
い
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
を
第
一
次
試
験
の
得
点
と
し

ま
す
。

な
お
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な

り
、
論
文
試
験
の
採
点
を
行
い
ま
せ
ん
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
行
政
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て
は
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
行
政
以
外
の
試
験
職
種
に
あ
っ
て
は
第
一
次
試
験
の
専
門

試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五
点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
八
月
下
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示
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試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
各
任
命
権
者
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
採
用
時
の
年
齢
が
三
十
歳
で
、
大
学
を
卒

業
し
た
後
に
民
間
企
業
に
お
い
て
八
年
間
の
職
務
の
経
験
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
条
例
別
表
第

一
の
行
政
職
給
料
表
の
一
級
五
十
三
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居

手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一

番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
社
会
人
経
験
者
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
五
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

九

そ
の
他

そ
の
他
こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

公

告令
和
四
年
度
山
口
県
保
健
師
採
用
試
験
の
実
施

令
和
四
年
度
山
口
県
保
健
師
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
人
事
委
員
会

一

試
験
区
分
、
試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

試

験

区

分

試

験

職

種

採

用

予
定
人
員

職

務

の

概

要

保
健
師

保

健

師

十
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
に
お
け
る
専

門
業
務

二

受
験
資
格

㈠

平
成
五
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
保
健
師
の
免
許
を

有
す
る
も
の
又
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
若
し

く
は
第
百
九
回
保
健
師
国
家
試
験
（
令
和
五
年
二
月
実
施
予
定
）
に
合
格
し
、
当
該
免
許
を
取
得

す
る
見
込
み
の
も
の
が
受
験
で
き
ま
す
。

㈡

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚒

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚓

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚔

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
、
場
所
等

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
ま
す
。

九
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な
お
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
、
内
容
等

筆
記
試
験
に
よ
る
短
期
大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

⑴

教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま

す
。

⑵

専
門
試
験

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま
す
。

な
お
、
出
題
分
野
は
、
公
衆
衛
生
看
護
学
、
疫
学
、
保
健
統
計
学
及
び
保
健
医
療
福
祉
行

政
論
と
し
ま
す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
六
月
十
九
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

教
養
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

試

験

地

会

場

山

口

市

山
口
市
桜
畠
六
丁
目
二
番
一
号

山
口
県
立
大
学
北
キ
ャ
ン
パ
ス

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
二
九
番
九
号
Ｔ
Ｄ
ビ
ル
⚔
階

ワ
イ
ム
貸
会
議
室
高
田
馬
場

大

阪

府

大
阪
市
北
区
芝
田
二
丁
目
七
番
一
八
号
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
Ｅ

Ｄ
Ａ
⚕
階

Ｃ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
北
梅
田
研
修
セ
ン
タ
ー

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

論
文
試
験

思
考
力
、
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

⑵

口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

⑴

論
文
試
験

日

時

令
和
四
年
七
月
十
六
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
番
地
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

⑵

口
述
試
験

日

時

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
水
曜
日
）
ま
で

の
間
で
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

教
養
試
験

四
〇
点

専
門
試
験

六
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

論
文
試
験

六
〇
点

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
教
養
試
験
又
は
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な

り
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ

い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
論
文
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
五
割
以
下
の
場
合
又
は
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五

点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
七
月
一
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
八
月
下
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
の
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
山
口
県
知
事
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
職
員
の
場
合
は
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の

一
級
二
十
五
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期

末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一

番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
大
学
卒
業
程
度
等
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を

貼
っ
た
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
五
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

九

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

一

試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
概
要

試
験
は
、
次
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

試
験
職
種

採
用
予
定

人

員

職

務

の

概

要

保

健

師

一
人
程
度

知
事
部
局
（
主
と
し
て
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
に
お
け
る
専
門
業
務

二

受
験
資
格

㈠

昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
が
受
験
で
き
ま
す
。

㈡

民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
五
年
以
上
有
す
る
者

㈢

保
健
師
の
免
許
を
有
す
る
者

㈣

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⚑

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

⚒

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
る
ま
で
の
者

⚓

山
口
県
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⚔

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

三

試
験
の
方
法
、
内
容
、
日
時
及
び
場
所

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

⑴

専
門
試
験

必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
り
行
い
ま
す
。

な
お
、
出
題
分
野
は
、
公
衆
衛
生
看
護
学
、
疫
学
、
保
健
統
計
学
及
び
保
健
医
療
福
祉
行

政
論
と
し
ま
す
。

⑵

論
文
試
験

社
会
人
と
し
て
の
経
験
等
を
通
じ
て
培
っ
た
知
識
及
び
能
力
並
び
に
思
考
力
、
表
現
力
、
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構
成
力
等
の
総
合
的
能
力
に
つ
い
て
の
社
会
人
経
験
等
を
課
題
と
し
た
筆
記
試
験
を
行
い
ま

す
。

⚒

日
時

令
和
四
年
六
月
十
九
日
（
日
曜
日
）

試
験
室
入
室

午
前
九
時
三
十
分
ま
で

論
文
試
験

午
前
十
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

専
門
試
験

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

⚓

場
所

試

験

地

会

場

山

口

市

山
口
市
桜
畠
六
丁
目
二
番
一
号

山
口
県
立
大
学
北
キ
ャ
ン
パ
ス

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
二
九
番
九
号
Ｔ
Ｄ
ビ
ル
⚔
階

ワ
イ
ム
貸
会
議
室
高
田
馬
場

大

阪

府

大
阪
市
北
区
芝
田
二
丁
目
七
番
一
八
号
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ

Ｕ
Ｍ
Ｅ

Ｄ
Ａ
⚕
階

Ｃ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
北
梅
田
研
修
セ
ン
タ
ー

㈡

第
二
次
試
験

⚑

方
法
及
び
内
容

人
物
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
定
す
る
た
め
、
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

⚒

日
時
及
び
場
所

日

時

令
和
四
年
七
月
三
十
日
（
土
曜
日
）
又
は
同
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
）
の
い
ず
れ

か
で
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
の
際
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

四

配
点

第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

㈠

第
一
次
試
験

専
門
試
験

四
〇
点

論
文
試
験

六
〇
点

㈡

第
二
次
試
験

口
述
試
験

一
四
〇
点

五

合
格
者
の
決
定
方
法

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者
は
、
試
験
の
得
点
順
に
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
専
門
試
験
の
得
点
が
一
定
の
得
点
未
満
の
場
合
は
、
論
文
試
験
の
採
点
を
行
い
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
、
専
門
試
験
の
得
点
を
第
一
次
試
験
の
得
点
と
し
ま
す
。

な
お
、
専
門
試
験
の
得
点
が
平
均
点
の
六
割
未
満
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
、
論
文
試
験
の

採
点
を
行
い
ま
せ
ん
。

㈡

最
終
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
得
点
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ

い
て
決
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
口
述
試
験
の
得
点
が
三
十
五
点
以
下
の
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。

六

合
格
者
の
発
表

㈠

第
一
次
試
験
合
格
者

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書

で
通
知
し
ま
す
。

㈡

最
終
合
格
者

令
和
四
年
八
月
下
旬
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職
員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

な
お
、
発
表
日
は
、
第
二
次
試
験
当
日
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

㈢

試
験
の
得
点
等
の
開
示

試
験
の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験

の
得
点
及
び
順
位
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
（
第
一
次
試
験
の

合
格
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の
発
表
日
）
以
後
、
来
所
の
上
、
そ
の
旨
を
山
口
県
人
事
委

員
会
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

七

合
格
か
ら
採
用
ま
で
の
経
路
及
び
給
与

㈠

合
格
者
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
こ
の
う
ち
か

ら
山
口
県
知
事
が
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
有
効
で
す
。

㈡

採
用
は
、
原
則
と
し
て
令
和
五
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

㈢

給
与
は
、
各
人
の
経
歴
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
採
用
時
の
年
齢
が
三
十
歳
で
、
大
学
を
卒

業
し
た
後
に
民
間
企
業
に
お
い
て
八
年
間
の
職
務
の
経
験
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
条
例
別
表
第

一
の
行
政
職
給
料
表
の
一
級
五
十
三
号
給
の
給
料
月
額
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居

手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

八

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

㈠

受
験
案
内
の
請
求

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
以
後
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
山
口
市
滝
町
一

番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
）
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

一
二
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は
、
封
筒
の
表
に
「
社
会
人
経
験
者
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
案
内
は
、
県
内
の
県
民
局
に
も
あ
り
ま
す
。

㈡

受
験
の
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
令
和
四
年
五
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
山
口
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
電
話
〇
八
三－
九
三
三－

四
四
七
四
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈢

受
験
上
の
希
望
事
項

身
体
の
障
害
等
が
あ
る
者
で
試
験
当
日
に
車
椅
子
等
補
装
具
を
使
用
す
る
な
ど
、
受
験
に
際
し

て
の
希
望
事
項
が
あ
る
者
は
、
受
験
の
申
込
み
の
際
に
必
ず
そ
の
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
力
に
当
た
っ
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
職

員
採
用
試
験
情
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
「
障
害
者
へ
の
受
験
上
の
配
慮
に
係
る
取
扱
要
領
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

㈣

受
付
の
期
間
及
び
時
間

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
五
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
後
五

時
ま
で

九

そ
の
他

こ
の
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

ガ
ソ
リ
ン

二
百
六
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
石
油
有
限
会
社

山
口
市
小
郡
上
郷
二
二
九
六
番
地
一
四

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
百
五
十
円
三
十
七
銭

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
二
月
八
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一

事
務
を
担
当
す
る
廨か

い

の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
下
関
警
察
署

下
関
市
細
江
町
二
丁
目
三
番
八
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

ガ
ソ
リ
ン

百
九
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

協
伸
産
業
株
式
会
社

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
六
番
八
号

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
百
七
十
六
円
九
十
九
銭

七

入
札
公
告
日

令
和
四
年
二
月
八
日

八

そ
の
他
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㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
下
関
警
察
署
長

中
島

博
文

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格企

業

局

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

正

司

尚

義

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称

電
気

㈡

物
品
等
の
予
定
数
量

四
千
五
百
三
十
七
万
九
千
八
百
六
十
六
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

㈢

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈣

納
入
期
間

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

㈤

納
入
場
所

西
部
利
水
事
務
所
ほ
か
十
八
箇
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
元
年
山
口
県
告
示
第
六
十
二

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
二
十
二
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
電
気
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入

札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈤

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
山
口
県

の
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
十
七
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

の
間
、
山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
予
定
数
量
の
対
価
を
入
札
説
明
書
に
記
載
す
る
方
法
に
従
っ
て
計

算
し
た
総
価
で
行
い
、
当
該
総
価
に
当
該
総
価
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と

す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課

㈢

受
領
期
限

令
和
四
年
六
月
六
日
午
後
五
時
十
五
分
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
四
年
六
月
七
日

午
前
十
一
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

一
四
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山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
企
業
局
一
号
会
議
室

㈡

日
時

令
和
四
年
六
月
七
日
午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

正
司

尚
義

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

入
札
参
加
資
格
の
要
件
の
確
認
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
書
類
を
令
和
四
年
五
月
三
十
日
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
に
山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
確
認
結
果
を
記

載
し
た
書
面
を
同
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

⚑

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

⚒

小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
通
知
の
写
し

㈤

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈥

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
〇
三
〇
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
the
contract:Public
E
nterprise
B
ureau,Industrial
W
ater
and

E
lectricity
D
ivision,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
ature
and
quantity
ofthe
products
to
be
purchased
:45,379,866kW
h
ofelectricity

as
show
n
in
the
specification

⑶

D
elivery
period
:F
rom
A
ugust
1,2022
to
July
31,2025

⑷

D
elivery
place:W
estern
IndustrialW
ater
and
E
lectric
O
ffice
and
anothor
18
places

⑸

D
ivision
in
charge
ofprocurem
entand
contactpointfor
the
notice:Public
E
nterprise

B
ureau,IndustrialW
ater
and
E
lectricity
D
ivision,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent

1-1
T
akim
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-4030)

⑹

T
im
e-lim
it
for
tender:5
:15
P.M
.June
6,2022
(If
brought
in
person
:11
:00
A
.M
.

June
7,2022)
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年
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二
十
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日
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令
和
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年
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十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


